
  
 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令案概要 

（都道府県議会議員の選挙区設定の見直し） 

 

 

 

○ 公職選挙法の一部を改正する法律（都道府県議会議員の選挙

区設定の見直し）の施行に伴い、公職選挙法施行令について、

所要の改正を行う。 

 
 
○ 改正の概要 

・ 選挙区の設定・廃止・区域の変更及び各選挙区の定数の変更

を行うことができる時期に係る規定の整備 

条例で、都道府県議会議員の選挙区の設定・廃止・区域の変

更や各選挙区の定数の変更ができるのは、原則として一般選挙

を行う場合に限ることとする。 

ただし、新たに市町村の区域の設定・廃止等があった場合（市

町村合併、市制施行等）については、その時点で選挙区の設定・

廃止・区域の変更や各選挙区の定数の変更を行うことができる

こととする。 

 

・ その他の改正 

・ 都道府県議会議員の選挙区の単位が「郡市の区域」から「市

町村の区域」に改められたこと等により、文言の整理等所要

の規定の整備を行う。 

   
 

○ 施行期日等 

 ・ 施行期日：平成２７年３月１日 

 ・ 適用区分：施行日以後告示される都道府県議会議員の一般

選挙から適用 
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○

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
任
期
中
に
お
け
る
選
挙
区
の
特

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
任
期
中
に
お
け
る
選
挙
区
の
特

例
）

例
）

第
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

第
三
条

法
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙

、
条
例
で
選
挙
区
を
設
定
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
、
又
は
そ
の

区
を
設
定
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
、
又
は
そ
の
区
域
を
変
更
す

区
域
を
変
更
す
る
の
は
、
一
般
選
挙
を
行
う
場
合
に
限
る
も
の

る
の
は
、
一
般
選
挙
を
行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

し
、
新
た
に
郡
市
の
区
域
の
設
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当

、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

該
郡
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区

。

の
区
域
及
び
他
の
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
を
編
入
し
た
場
合

一

新
た
に
市
町
村
の
区
域
の
設
定
が
あ
つ
た
場
合

当
該
市

に
お
け
る
当
該
編
入
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区

な
い
。

の
区
域

二

新
た
に
市
町
村
の
区
域
の
廃
止
が
あ
つ
た
場
合

当
該
市

町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
新
た
に
属
し
た
市
町
村
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区
の
区
域

三

町
村
を
市
と
し
、
又
は
市
を
町
村
と
す
る
処
分
が
あ
つ
た

場
合

当
該
処
分
に
よ
り
市
と
さ
れ
た
町
村
又
は
町
村
と
さ

れ
た
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙

区
の
区
域

四

一
の
市
町
村
の
区
域
が
二
以
上
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙
区
に
属
す
る
区
域
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
当
該
各
区
域
を
法
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
新

た
に
市
町
村
の
区
域
と
み
な
し
た
と
き

当
該
区
域
の
全
部

又
は
一
部
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区
の
区
域

五

法
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
区
域
と
み

な
し
て
い
た
区
域
が
な
く
な
つ
た
場
合

当
該
区
域
が
従
前

属
し
て
い
た
選
挙
区
の
区
域

六

他
の
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
を
編
入
し
た
場
合

当
該

編
入
さ
れ
た
区
域
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２

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
郡
の
区
域
の
一

部
を
郡
の
区
域
と
み
な
し
、
若
し
く
は
従
前
郡
の
区
域
と
み
な

し
て
い
た
区
域
を
郡
の
区
域
と
み
な
さ
な
い
こ
と
と
し
、
又
は

従
前
郡
の
区
域
と
み
な
し
て
い
た
区
域
と
異
な
る
区
域
を
郡
の

区
域
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
般
選
挙

を
行
う
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
都
道
府
県

の
区
域
の
全
部
を
編
入
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
編
入
さ
れ
た

区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
町
村
の
選
挙
区

の
所
属
）

第
四
条

一
の
郡
の
区
域
が
二
以
上
の
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員

の
選
挙
区
に
分
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
当
該
郡
に

属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
町
村
の
選
挙
区
の
所
属
に
つ
い
て
は
、

条
例
で
定
め
る
。

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
議
員
定
数
の
変
更
）

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
議
員
定
数
の
変
更
）

第
四
条

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す

第
五
条

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す

べ
き
議
員
の
定
数
は
、
議
員
の
任
期
中
に
お
い
て
も
、
前
条
各

べ
き
議
員
の
定
数
は
、
議
員
の
任
期
中
に
お
い
て
も
、
新
た
に

号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

郡
市
の
区
域
の
設
定
又
は
廃
止
が
あ
つ
た
場
合
（
法
第
十
五
条

し
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
郡
の
区
域
と
み
な
さ
れ
た
区
域
が
な
く

は
、
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
新
た
に

な
つ
た
場
合
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
衆
議

属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
選
挙
区
に
限
る
。

院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
に
属
す
る
区
域
に
分
か
れ
て

い
る
郡
市
の
区
域
を
郡
市
の
区
域
と
み
な
し
た
場
合
若
し
く
は

郡
市
の
区
域
と
み
な
さ
れ
た
区
域
が
な
く
な
つ
た
場
合
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
他

の
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
を
編
入
し
た
場
合
に
限
り
、
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
新
た
に
郡
市
の
区
域
の
設
定

又
は
廃
止
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
関
係
が
あ
る

選
挙
区
に
限
る
。
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（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
所
属
選
挙
区
の
変
更
）

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
所
属
選
挙
区
の
変
更
）

第
五
条

第
三
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お

第
六
条

新
た
に
郡
市
の
区
域
の
設
定
又
は
廃
止
が
あ
つ
た
場
合

い
て
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
任
期
中
新
た
に
設
定
さ
れ

に
お
い
て
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
任
期
中
新
た
に
設
定

、
又
は
そ
の
配
当
議
員
数
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
選
挙

さ
れ
、
又
は
そ
の
配
当
議
員
数
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た

区
に
新
た
に
配
当
す
べ
き
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
は
、
当
該

選
挙
区
に
新
た
に
配
当
す
べ
き
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
は
、

新
た
に
設
定
さ
れ
た
選
挙
区
の
区
域
又
は
配
当
議
員
数
が
変
更

当
該
新
た
に
設
定
さ
れ
た
選
挙
区
の
区
域
又
は
配
当
議
員
数
が

さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
選
挙
区
に
新
た
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ

変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
選
挙
区
に
新
た
に
属
す
る
こ
と
と

た
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区
か
ら
選
出
し
た
議
員
の
中

な
つ
た
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区
か
ら
選
出
し
た
議
員

か
ら
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
る
。
た
だ

の
中
か
ら
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
る
。

し
、
そ
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
議
員
が
あ
る
と
き
は
、
そ

た
だ
し
、
そ
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
議
員
が
あ
る
と
き
は

の
議
員
を
も
つ
て
そ
の
区
域
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
員
と
し
、
そ

、
そ
の
議
員
を
も
つ
て
そ
の
区
域
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
員
と
し

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
議
員
の
数
が
そ
の
区
域
の
配
当
議

、
そ
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
議
員
の
数
が
そ
の
区
域
の
配

員
数
よ
り
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
議
員
の
中
か
ら
く
じ
で
定

当
議
員
数
よ
り
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
議
員
の
中
か
ら
く
じ

め
る
。

で
定
め
る
。

２
～
４

略

２
～
４

略

（
都
道
府
県
の
設
置
を
す
る
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県
の
議
会

（
都
道
府
県
の
設
置
を
す
る
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県
の
議
会

の
議
員
の
選
挙
区
及
び
定
数
に
関
す
る
特
例
）

の
議
員
の
選
挙
区
及
び
定
数
に
関
す
る
特
例
）

第
六
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

第
六
条
の
二

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
設
置
を
し
よ
う

）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
設
置
を
し

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
区
域
の
全
部
が
当
該
新
た
に
設

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
区
域
の
全
部
が
当
該
新
た

置
さ
れ
る
都
道
府
県
の
区
域
の
一
部
と
な
る
都
道
府
県
（
以
下

に
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
の
区
域
の
一
部
と
な
る
都
道
府
県
（

こ
の
条
に
お
い
て
「
設
置
関
係
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
は
、

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
置
関
係
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）

そ
の
協
議
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
都
道

は
、
そ
の
協
議
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る

府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て

す
べ
き
議
員
の
定
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

選
挙
す
べ
き
議
員
の
定
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

略

２

略

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
新
た
に
設
置
さ
れ
る
都
道

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
新
た
に
設
置
さ
れ
る
都
道

府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
又
は
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙

府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
う
ち
郡
市
の
区
域
を
合
わ
せ
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す
べ
き
議
員
の
定
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
に
よ
り
設
け

て
一
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
も
の
又
は
各
選
挙
区
に
お

ら
れ
、
又
は
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
定
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
に

よ
り
設
け
ら
れ
、
又
は
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

略

４

略

（
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
）

（
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
）

第
六
条
の
二

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

第
六
条
の
三

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
一
の
区
の
区

指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
一
の
区
の
区

域
が
二
以
上
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
に
属
す

域
が
二
以
上
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
に
属
す

る
区
域
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
五
条
第
六
項

る
区
域
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
五
条
第
六
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
区
域
を
区
の
区
域
と
み

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
区
域
を
区
の
区
域
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
任
期
中
に
お
け
る
選
挙
区
及
び

（
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
任
期
中
に
お
け
る
選
挙
区
及
び

定
数
の
変
更
）

定
数
の
変
更
）

第
七
条

第
四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
指
定
都
市
に

第
七
条

第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
指
定
都
市
に

お
い
て
、
新
た
に
区
の
設
定
又
は
廃
止
が
あ
つ
た
場
合
（
前
条

お
い
て
、
新
た
に
区
の
設
定
又
は
廃
止
が
あ
つ
た
場
合
（
前
条

の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

区
に
属
す
る
区
域
に
分
か
れ
て
い
る
区
の
区
域
を
区
の
区
域
と

区
に
属
す
る
区
域
に
分
か
れ
て
い
る
区
の
区
域
を
区
の
区
域
と

み
な
し
た
場
合
又
は
区
の
区
域
と
み
な
さ
れ
た
区
域
が
な
く
な

み
な
し
た
場
合
又
は
区
の
区
域
と
み
な
さ
れ
た
区
域
が
な
く
な

つ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
お

つ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
お

い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
定
数
及
び
そ
の
選
挙
区
に
配
当
す
べ

い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
定
数
及
び
そ
の
選
挙
区
に
配
当
す
べ

き
議
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

き
議
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
任
期
中
に
お
け
る
選
挙
区
及
び
定

（
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
任
期
中
に
お
け
る
選
挙
区
及
び
定

数
の
変
更
）

数
の
変
更
）

第
八
条

市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

第
八
条

市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議

お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議

会
の
議
員
の
定
数
を
増
減
す
る
と
き
は
、
議
員
の
任
期
中
に
お

会
の
議
員
の
定
数
を
増
減
す
る
と
き
は
、
議
員
の
任
期
中
に
お

い
て
も
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

い
て
も
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き

五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
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議
員
の
定
数
を
変
更
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
及
び
町
村
に
あ

議
員
の
定
数
を
変
更
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
及
び
町
村
に
あ

つ
て
は
関
係
区
域
を
区
域
と
す
る
選
挙
区
を
設
け
、
若
し
く
は

つ
て
は
関
係
区
域
を
区
域
と
す
る
選
挙
区
を
設
け
、
若
し
く
は

関
係
区
域
を
選
挙
区
に
編
入
し
、
又
は
各
選
挙
区
に
お
い
て
選

関
係
区
域
を
選
挙
区
に
編
入
し
、
又
は
各
選
挙
区
に
お
い
て
選

挙
す
べ
き
議
員
の
定
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

挙
す
べ
き
議
員
の
定
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

略

２
～
５

略

（
特
定
国
外
派
遣
組
織
）

（
特
定
国
外
派
遣
組
織
）

第
五
十
九
条
の
五
の
三

法
第
四
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政

第
五
十
九
条
の
五
の
三

法
第
四
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
組
織
は
、
次
に
掲
げ
る
組
織
の
う
ち
、
当
該
組
織

令
で
定
め
る
組
織
は
、
次
に
掲
げ
る
組
織
の
う
ち
、
当
該
組
織

に
属
す
る
選
挙
人
の
数
、
当
該
組
織
が
国
外
に
お
い
て
業
務
を

に
属
す
る
選
挙
人
の
数
、
当
該
組
織
が
国
外
に
お
い
て
業
務
を

行
う
期
間
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
国
外
派
遣
期

行
う
期
間
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
国
外
派
遣
期

間
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
組
織
の
活
動
内
容
に
照
ら
し
て
当

間
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
組
織
の
活
動
内
容
に
照
ら
し
て
当

該
組
織
に
お
い
て
法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票

該
組
織
に
お
い
て
法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票

が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣

が
関
係
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

が
関
係
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実

施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
一
号
）
第

五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
自
衛
隊

の
部
隊
等
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）

二

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支

援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
三
十
七
号
）
第
七
条
第
二
項
又
は
第
八
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
イ
ラ
ク
復
興
支
援
職
員
で
構
成
さ
れ
る
組
織
又
は
自

衛
隊
の
部
隊
等

一

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法

三

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
自
衛
隊
の
部
隊

規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
自
衛
隊
の
部
隊

二

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法

四

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
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律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項
第
四
号

律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項
第
四
号

に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
隊

に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
隊

三

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

五

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
四
条
第
九
号
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
国
外
に
お
い
て
行

第
四
条
第
九
号
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
国
外
に
お
い
て
行

う
自
衛
隊
の
部
隊
等
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

う
自
衛
隊
の
部
隊
等

百
六
十
五
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
を
い
う
。
）

四

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二

六

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二

年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助

年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助

隊

隊

２

略

２

略

（
特
定
国
外
派
遣
隊
員
の
不
在
者
投
票
の
特
例
）

（
特
定
国
外
派
遣
隊
員
の
不
在
者
投
票
の
特
例
）

第
五
十
九
条
の
五
の
四

略

第
五
十
九
条
の
五
の
四

略

２
～

略

２
～

略

14

14

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
選

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
選

15

15

挙
人
（
特
定
国
外
派
遣
組
織
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、

挙
人
（
特
定
国
外
派
遣
組
織
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、

現
に
特
定
国
外
派
遣
組
織
が
滞
在
す
る
施
設
又
は
区
域
に
滞
在

現
に
特
定
国
外
派
遣
組
織
が
滞
在
す
る
施
設
又
は
区
域
に
滞
在

し
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

し
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
に
属
す
る
選
挙
人
と
み
な
す
。
こ
の

当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
に
属
す
る
選
挙
人
と
み
な
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一

場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一

項
中
「
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
の
業
務
に
従
事
す
る
た
め
出

項
中
「
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
の
業
務
に
従
事
す
る
た
め
出

国
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
国
外
に
お
い
て
当
該
特
定
国
外
派

国
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
国
外
に
お
い
て
当
該
特
定
国
外
派

遣
組
織
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
選
挙
」

遣
組
織
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
選
挙
」

と
あ
る
の
は
「
選
挙
」
と
、
「
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
の
国

と
あ
る
の
は
「
選
挙
」
と
、
「
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
の
国

外
派
遣
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
国
外
派
遣
隊
員
が
第

外
派
遣
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
国
外
派
遣
隊
員
が
第

十
五
項
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
て

十
五
項
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
て

い
る
期
間
」
と
、
第
五
項
中
「
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
に
属

い
る
期
間
」
と
、
第
五
項
中
「
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
に
属

す
る
選
挙
人
で
、
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
の
業
務
に
従
事
す

す
る
選
挙
人
で
、
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
の
業
務
に
従
事
す

る
た
め
出
国
し
よ
う
と
す
る
も
の
又
は
国
外
に
お
い
て
当
該
特

る
た
め
出
国
し
よ
う
と
す
る
も
の
又
は
国
外
に
お
い
て
当
該
特

定
国
外
派
遣
組
織
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の

定
国
外
派
遣
組
織
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
五
項
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣

は
「
第
十
五
項
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
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さ
れ
て
い
る
者
」
と
、
第
十
項
中
「
特
定
国
外
派
遣
隊
員
の
う

さ
れ
て
い
る
者
」
と
、
第
十
項
中
「
特
定
国
外
派
遣
隊
員
の
う

ち
国
外
に
お
い
て
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
の
業
務
に
従
事
し

ち
国
外
に
お
い
て
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
の
業
務
に
従
事
し

て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
国
外
派
遣
隊
員
」
と
す
る

て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
国
外
派
遣
隊
員
」
と
す
る

。

。一

テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実

施
に
関
す
る
特
別
措
置
法

二

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支

援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法

一

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法

三

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法

律

律

二

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法

四

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法

律

律

三

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律

五

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律

（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
及
び
繰
延
投
票
の
場
合
の

（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
及
び
繰
延
投
票
の
場
合
の

選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
）

選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
）

第
百
二
十
七
条
の
二

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
の
場
合

第
百
二
十
七
条
の
二

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
の
場
合

に
お
け
る
法
第
百
九
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ

に
お
け
る
法
第
百
九
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
額
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
選
挙
の
種
類
及

ろ
に
よ
る
額
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
選
挙
の
種
類
及

び
第
二
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ

び
第
二
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
第
三
欄
に
掲
げ
る
額
に
当
該
再
選
挙
の
期
日
の
告
示
の

、
当
該
第
三
欄
に
掲
げ
る
額
に
当
該
再
選
挙
の
期
日
の
告
示
の

日
に
お
い
て
当
該
再
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
内
の
当
該
選
挙
人

日
に
お
い
て
当
該
再
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
内
の
当
該
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
（
地
方
公
共
団
体
の
議
会

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
（
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
再
選
挙
を
必
要
と
す
る
に

の
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
再
選
挙
を
必
要
と
す
る
に

至
つ
た
選
挙
に
お
け
る
当
該
選
挙
区
内
の
議
員
の
定
数
（
選
挙

至
つ
た
選
挙
に
お
け
る
当
該
選
挙
区
内
の
議
員
の
定
数
（
選
挙

区
が
な
い
と
き
は
、
議
員
の
定
数
）
を
も
つ
て
当
該
再
選
挙
の

区
が
な
い
と
き
は
、
議
員
の
定
数
）
を
も
つ
て
当
該
再
選
挙
の

期
日
の
告
示
の
日
に
お
い
て
当
該
再
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
内

期
日
の
告
示
の
日
に
お
い
て
当
該
再
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
内

の
当
該
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
を
除
し
て

の
当
該
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
を
除
し
て

得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
当
該
第
四
欄
に
掲
げ
る
額
と
を

得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
当
該
第
四
欄
に
掲
げ
る
額
と
を

合
算
し
た
額
と
す
る
。

合
算
し
た
額
と
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

衆

議

院

小

一
の
指
定
都
市

四
円

千

二

百

五

十

衆

議

院

小

一
の
指
定
都
市

四
円

千

二

百

五

十
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選

挙

区

選

の
区
域
（
参
議

万
円

選

挙

区

選

の
区
域
（
参
議

万
円

出

議

員

又

院
選
挙
区
選
出

出

議

員

又

院
選
挙
区
選
出

は

参

議

院

議
員
の
再
選
挙

は

参

議

院

議
員
の
再
選
挙

選

挙

区

選

が
行
わ
れ
る
場

選

挙

区

選

が
行
わ
れ
る
場

出

議

員

の

合
に
限
る
。
）

出

議

員

の

合
に
限
る
。
）

選
挙

選
挙

一
の
指
定
都
市

十
六
円

五

百

四

十

万

一
の
郡
の
区
域

十
六
円

五

百

四

十

万

以
外
の
市
の
区

円

又
は
一
の
指
定

円

域
又
は
そ
の
一

都
市
以
外
の
市

部
の
区
域

の
区
域
若
し
く

は
そ
の
一
部
の

区
域

一
の
町
村
の
区

八
十
六
円

二

百

七

十

万

一
の
町
村
の
区

八
十
六
円

二

百

七

十

万

域
又
は
そ
の
一

円

域
又
は
そ
の
一

円

部
の
区
域

部
の
区
域

参

議

院

比

一
の
都
道
府
県

三
円

千

五

百

九

十

参

議

院

比

一
の
都
道
府
県

三
円

千

五

百

九

十

例

代

表

選

の
区
域

万
円

例

代

表

選

の
区
域

万
円

出

議

員

の

一
の
指
定
都
市

四
円

千

二

百

五

十

出

議

員

の

一
の
指
定
都
市

四
円

千

二

百

五

十

選
挙

の
区
域

万
円

選
挙

の
区
域

万
円

一
の
指
定
都
市

十
六
円

五

百

四

十

万

一
の
郡
の
区
域

十
六
円

五

百

四

十

万

以
外
の
市
の
区

円

又
は
一
の
指
定

円

域
又
は
そ
の
一

都
市
以
外
の
市

部
の
区
域

の
区
域
若
し
く

は
そ
の
一
部
の

区
域

一
の
町
村
の
区

八
十
六
円

二

百

七

十

万

一
の
町
村
の
区

八
十
六
円

二

百

七

十

万

域
又
は
そ
の
一

円

域
又
は
そ
の
一

円

部
の
区
域

部
の
区
域

都

道

府

県

一
の
指
定
都
市

四
円

千
二
百
万
円

都

道

府

県

一
の
指
定
都
市

四
円

千
二
百
万
円

知

事

の

選

の
区
域

知

事

の

選

の
区
域

挙

挙
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一
の
指
定
都
市

十
六
円

五

百

二

十

万

一
の
郡
の
区
域

十
六
円

五

百

二

十

万

以
外
の
市
の
区

円

又
は
一
の
指
定

円

域
又
は
そ
の
一

都
市
以
外
の
市

部
の
区
域

の
区
域
若
し
く

は
そ
の
一
部
の

区
域

一
の
町
村
の
区

八
十
六
円

二

百

七

十

万

一
の
町
村
の
区

八
十
六
円

二

百

七

十

万

域
又
は
そ
の
一

円

域
又
は
そ
の
一

円

部
の
区
域

部
の
区
域

都

道

府

県

一
の
指
定
都
市

三
十
九
円

二

百

九

十

万

都

道

府

県

一
の
指
定
都
市

三
十
九
円

二

百

九

十

万

の

議

会

の

以
外
の
市
の
区

円

の

議

会

の

以
外
の
市
の
区

円

議

員

の

選

域
又
は
そ
の
一

議

員

の

選

域
又
は
そ
の
一

挙

部
の
区
域

挙

部
の
区
域

一
の
町
村
の
区

百
九
円

百
九
十
万
円

一
の
町
村
の
区

百
九
円

百
九
十
万
円

域
又
は
そ
の
一

域
又
は
そ
の
一

部
の
区
域

部
の
区
域

指

定

都

市

一
の
区
の
一
部

八
十
一
円

二

百

四

十

万

指

定

都

市

一
の
区
の
一
部

八
十
一
円

二

百

四

十

万

の

議

会

の

の
区
域

円

の

議

会

の

の
区
域

円

議

員

の

選

議

員

の

選

挙

挙

指

定

都

市

一
の
区
の
区
域

二
十
六
円

四

百

四

十

万

指

定

都

市

一
の
区
の
区
域

二
十
六
円

四

百

四

十

万

の

長

の

選

又
は
そ
の
一
部

円

の

長

の

選

又
は
そ
の
一
部

円

挙

の
区
域

挙

の
区
域

指

定

都

市

一
の
指
定
都
市

百
七
十
七

百
六
十
万
円

指

定

都

市

一
の
指
定
都
市

百
七
十
七

百
六
十
万
円

以

外

の

市

以
外
の
市
の
一

円

以

外

の

市

以
外
の
市
の
一

円

の

議

会

の

部
の
区
域

の

議

会

の

部
の
区
域

議

員

の

選

議

員

の

選

挙

挙

指

定

都

市

一
の
指
定
都
市

四
十
三
円

百
八
十
万
円

指

定

都

市

一
の
指
定
都
市

四
十
三
円

百
八
十
万
円

以

外

の

市

以
外
の
市
の
一

以

外

の

市

以
外
の
市
の
一

の

長

の

選

部
の
区
域

の

長

の

選

部
の
区
域

挙

挙
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町

村

の

議

一
の
町
村
の
一

七
百
四
十

七
十
万
円

町

村

の

議

一
の
町
村
の
一

七
百
四
十

七
十
万
円

会

の

議

員

部
の
区
域

九
円

会

の

議

員

部
の
区
域

九
円

の
選
挙

の
選
挙

町

村

長

の

一
の
町
村
の
一

七
十
四
円

百
十
万
円

町

村

長

の

一
の
町
村
の
一

七
十
四
円

百
十
万
円

選
挙

部
の
区
域

選
挙

部
の
区
域

２

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
が
前
項
の
表
の
第
二
欄
に

２

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
が
前
項
の
表
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
二
以
上
を
合
わ
せ
た
区
域

掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
二
以
上
を
合
わ
せ
た
区
域

を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
表
の
第
三
欄
及
び

を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
表
の
第
三
欄
及
び

第
四
欄
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

第
四
欄
に
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
域
を

当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
域
を

そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規

そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。

定
を
適
用
す
る
。

当
該
区
域
に
一
の
都
道
府

一
の
都
道
府
県
の
区

当
該
区
域
に
一
の
都
道
府

一
の
都
道
府
県
の
区

（一）

（一）

県
の
区
域
が
含
ま
れ
て
い

域

県
の
区
域
が
含
ま
れ
て
い

域

る
場
合

る
場
合

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

一
の
指
定
都
市
の
区

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

一
の
指
定
都
市
の
区

（二）

（一）

（二）

（一）

ほ
か
、
当
該
区
域
に
一
の

域

ほ
か
、
当
該
区
域
に
一
の

域

指
定
都
市
の
区
域
が
含
ま

指
定
都
市
の
区
域
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合

れ
て
い
る
場
合

及
び

に
掲
げ
る
場
合

一
の
指
定
都
市
以
外

及
び

に
掲
げ
る
場
合

一
の
郡
の
区
域
又
は

（三）

（一）

（二）

（三）

（一）

（二）

を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

の
市
の
区
域
又
は
そ

を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

一
の
指
定
都
市
以
外

に
一
の
指
定
都
市
以
外
の

の
一
部
の
区
域

に
一
の
郡
の
区
域
又
は
一

の
市
の
区
域
若
し
く

市
の
区
域
又
は
そ
の
一
部

の
指
定
都
市
以
外
の
市
の

は
そ
の
一
部
の
区
域

の
区
域
が
含
ま
れ
て
い
る

区
域
若
し
く
は
そ
の
一
部

場
合

の
区
域
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

一
の
町
村
の
区
域
又

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

一
の
町
村
の
区
域
又

（四）

（一）

（三）

（四）

（一）

（三）

場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該

は
そ
の
一
部
の
区
域

場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該

は
そ
の
一
部
の
区
域

区
域
に
一
の
町
村
の
区
域

区
域
に
一
の
町
村
の
区
域

又
は
そ
の
一
部
の
区
域
が

又
は
そ
の
一
部
の
区
域
が
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含
ま
れ
て
い
る
場
合

含
ま
れ
て
い
る
場
合

３
～
５

略

３
～
５

略

（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三

（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三

章
の
規
定
等
の
特
例
）

章
の
規
定
等
の
特
例
）

第
百
三
十
二
条
の
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
一

第
百
三
十
二
条
の
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
一

部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る

る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る

区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ

区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

に
よ
る
。

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

一

の

市

の

区

一
の
町
村
の
区

一
の
郡
の
区
域

一
の
町
村
の
区

域

又

は

そ

の

域
又
は
そ
の
一

又
は
一
の
市
の

域
又
は
そ
の
一

一
部
の
区
域

部
の
区
域

区
域
若
し
く
は

部
の
区
域

そ
の
一
部
の
区

域

法
第
百
三
十
一
条
第
一

一
箇
所

一
箇
所

法
第
百
三
十
一
条
第
一

一
箇
所

一
箇
所

項
第
一
号
の
選
挙
事
務

項
第
一
号
の
選
挙
事
務

所
の
数

所
の
数

法
第
百
四
十
一
条
第
二

自

動

車

一

台

自
動
車
一
台
又

法
第
百
四
十
一
条
第
二

自
動
車
一
台
又

自
動
車
一
台
又

項
の
自
動
車
又
は
船
舶

又

は

船

舶

一

は
船
舶
一
隻
及

項
の
自
動
車
又
は
船
舶

は
船
舶
一
隻
及

は
船
舶
一
隻
及

及
び
拡
声
機
の
数

隻

及

び

拡

声

び
拡
声
機
一
そ

及
び
拡
声
機
の
数

び
拡
声
機
一
そ

び
拡
声
機
一
そ

機
一
そ
ろ
い

ろ
い

ろ
い

ろ
い

法
第
百
四
十
二
条
第
一

四
千
五
百
枚

六
百
枚

法
第
百
四
十
二
条
第
一

四
千
五
百
枚

六
百
枚

項
第
一
号
の
通
常
葉
書

項
第
一
号
の
通
常
葉
書

の
数

の
数

法
第
百
四
十
二
条
第
二

二
千
二
百
枚

六
百
枚

法
第
百
四
十
二
条
第
二

二
千
二
百
枚

六
百
枚

項
の
通
常
葉
書
の
数

項
の
通
常
葉
書
の
数

法
第
百
四
十
二
条
第
一

一
万
三
千
枚

千
八
百
枚

法
第
百
四
十
二
条
第
一

一
万
三
千
枚

千
八
百
枚
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項
第
一
号
又
は
第
二
項

項
第
一
号
又
は
第
二
項

の
ビ
ラ
の
数

の
ビ
ラ
の
数

法
第
百
四
十
四
条
第
一

四
百
枚

百
五
十
枚

法
第
百
四
十
四
条
第
一

四
百
枚

百
五
十
枚

項
第
一
号
の
ポ
ス
タ
ー

項
第
一
号
の
ポ
ス
タ
ー

の
数

の
数

法
第
百
九
十
七
条
の
二

九
人

五
人

法
第
百
九
十
七
条
の
二

九
人

五
人

第
二
項
の
報
酬
の
支
給

第
二
項
の
報
酬
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き

を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
の
員
数

る
者
の
員
数

２
～

２
～

10

10

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三

章
の
規
定
の
特
例
）

章
の
規
定
の
特
例
）

第
百
三
十
二
条
の
三

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
一

第
百
三
十
二
条
の
三

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
一

部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る

る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る

区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ

区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

に
よ
る
。

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

一
の
府
県

一
の
指
定

一
の
町
村

一

の

府

県

一
の
郡
の

一
の
町
村

の
区
域
又

都
市
以
外

の
区
域
又

の

区

域

又

区
域
又
は

の
区
域
又

は
一
の
指

の
市
の
区

は
そ
の
一

は

一

の

指

一
の
指
定

は
そ
の
一

定
都
市
の

域
又
は
そ

部
の
区
域

定

都

市

の

都
市
以
外

部
の
区
域

区
域

の
一
部
の

区
域

の
市
の
区

区
域

域
若
し
く

は
そ
の
一

部
の
区
域
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法
第
百
三
十
一
条
第

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

法
第
百
三
十
一
条
第

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

一
項
第
二
号
の
選
挙

一
項
第
二
号
の
選
挙

事
務
所
の
数

事
務
所
の
数

法
第
百
四
十
一
条
第

自
動
車
一

自
動
車
一

自
動
車
一

法
第
百
四
十
一
条
第

自

動

車

一

自
動
車
一

自
動
車
一

三
項
の
自
動
車
又
は

台
又
は
船

台
又
は
船

台
又
は
船

三
項
の
自
動
車
又
は

台

又

は

船

台
又
は
船

台
又
は
船

船
舶
及
び
拡
声
機
の

舶
一
隻
及

舶
一
隻
及

舶
一
隻
及

船
舶
及
び
拡
声
機
の

舶

一

隻

及

舶
一
隻
及

舶
一
隻
及

数

び
拡
声
機

び
拡
声
機

び
拡
声
機

数

び

拡

声

機

び
拡
声
機

び
拡
声
機

一
そ
ろ
い

一
そ
ろ
い

一
そ
ろ
い

一
そ
ろ
い

一
そ
ろ
い

一
そ
ろ
い

法
第
百
四
十
四
条
第

五
百
枚

二
百
枚

四
十
枚

法
第
百
四
十
四
条
第

五
百
枚

二
百
枚

四
十
枚

一
項
第
二
号
の
ポ
ス

一
項
第
二
号
の
ポ
ス

タ
ー
の
数

タ
ー
の
数

２
～
６

２
～
６

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三

章
の
規
定
の
特
例
）

章
の
規
定
の
特
例
）

第
百
三
十
二
条
の
三
の
二

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

第
百
三
十
二
条
の
三
の
二

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ

掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ

れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と

れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

一

の

都

一

の

指

一

の

指

一
の
町

一

の

都

一

の

指

一

の

郡

一
の
町

道

府

県

定

都

市

定

都

市

の
区
域

道

府

県

定

都

市

の

区

域

村
の
区

の
区
域

の
区
域

以

外

の

又
は
そ

の
区
域

の
区
域

又

は

一

域
又
は

市

の

区

の
一
部

の

指

定

そ
の
一

域

又

は

の
区
域

都

市

以

部
の
区

そ

の

一

外

の

市

域

部

の

区

の

区

域

域

若

し

く

は

そ

の
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一

部

の

区
域

法
第
百
三
十
一

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

法
第
百
三
十
一

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

条
第
一
項
第
三

条
第
一
項
第
三

号
の
選
挙
事
務

号
の
選
挙
事
務

所
の
数

所
の
数

法
第
百
四
十
一

自

動

車

自

動

車

自

動

車

自
動
車

法
第
百
四
十
一

自

動

車

自

動

車

自

動

車

自
動
車

条
第
一
項
第
二

一

台

又

一

台

又

一

台

又

一
台
又

条
第
一
項
第
二

一

台

又

一

台

又

一

台

又

一
台
又

号
の
自
動
車
又

は

船

舶

は

船

舶

は

船

舶

は
船
舶

号
の
自
動
車
又

は

船

舶

は

船

舶

は

船

舶

は
船
舶

は
船
舶
及
び
拡

一

隻

及

一

隻

及

一

隻

及

一
隻
及

は
船
舶
及
び
拡

一

隻

及

一

隻

及

一

隻

及

一
隻
及

声
機
の
数

び

拡

声

び

拡

声

び

拡

声

び
拡
声

声
機
の
数

び

拡

声

び

拡

声

び

拡

声

び
拡
声

機

一

そ

機

一

そ

機

一

そ

機
一
そ

機

一

そ

機

一

そ

機

一

そ

機
一
そ

ろ
い

ろ
い

ろ
い

ろ
い

ろ
い

ろ
い

ろ
い

ろ
い

法
第
百
四
十
二

当

該

都

一
万
枚

四
千
五

六
百
枚

法
第
百
四
十
二

当

該

都

一
万
枚

四
千
五

六
百
枚

条
第
一
項
第
一

道

府

県

百
枚

条
第
一
項
第
一

道

府

県

百
枚

号
の
二
の
通
常

の

参

議

号
の
二
の
通
常

の

参

議

葉
書
の
数

院

選

挙

葉
書
の
数

院

選

挙

区

選

出

区

選

出

議

員

の

議

員

の

選

挙

に

選

挙

に

お

け

る

お

け

る

数

数

法
第
百
四
十
二

当

該

都

三
万
枚

一
万
三

千
八
百

法
第
百
四
十
二

当

該

都

三
万
枚

一
万
三

千
八
百

条
第
一
項
第
一

道

府

県

千
枚

枚

条
第
一
項
第
一

道

府

県

千
枚

枚

号
の
二
の
ビ
ラ

の

参

議

号
の
二
の
ビ
ラ

の

参

議

の
数

院

選

挙

の
数

院

選

挙

区

選

出

区

選

出

議

員

の

議

員

の

選

挙

に

選

挙

に

お

け

る

お

け

る

数

に

十

数

に

十

分

の

七

分

の

七
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を

乗

じ

を

乗

じ

て

得

た

て

得

た

数

数

法
第
百
四
十
四

直

近

に

三
千
枚

八
百
枚

百
五
十

法
第
百
四
十
四

直

近

に

三
千
枚

八
百
枚

百
五
十

条
第
一
項
第
二

お

い

て

枚

条
第
一
項
第
二

お

い

て

枚

号
の
二
の
ポ
ス

行

わ

れ

号
の
二
の
ポ
ス

行

わ

れ

タ
ー
の
数

た

当

該

タ
ー
の
数

た

当

該

都

道

府

都

道

府

県

の

参

県

の

参

議

院

選

議

院

選

挙

区

選

挙

区

選

出

議

員

出

議

員

の

選

挙

の

選

挙

に

お

け

に

お

け

る

ポ

ス

る

ポ

ス

タ

ー

掲

タ

ー

掲

示

場

の

示

場

の

数

数

法
第
百
六
十
四

一

一

一

一

法
第
百
六
十
四

一

一

一

一

条
の
五
第
三
項

条
の
五
第
三
項

第
三
号
の
標
旗

第
三
号
の
標
旗

の
数

の
数

法
第
百
九
十
七

五
十
人

三
十
四

九
人

五
人

法
第
百
九
十
七

五
十
人

三
十
四

九
人

五
人

条
の
二
第
二
項

人

条
の
二
第
二
項

人

の
報
酬
の
支
給

の
報
酬
の
支
給

を
受
け
る
こ
と

を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
の

が
で
き
る
者
の

員
数

員
数

２
～1

0

２
～1

0

（
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
再
選
挙
に

（
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
再
選
挙
に
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関
す
る
法
第
十
三
章
の
規
定
等
の
特
例
）

関
す
る
法
第
十
三
章
の
規
定
等
の
特
例
）

第
百
三
十
二
条
の
四

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県

第
百
三
十
二
条
の
四

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県

知
事
の
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の

知
事
の
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再

選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄

選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

一
の
指
定

一
の
指
定

一
の
町
村

一

の

指

定

一
の
郡
の

一
の
町
村

都
市
の
区

都
市
以
外

の
区
域
又

都

市

の

区

区
域
又
は

の
区
域
又

域

の
市
の
区

は
そ
の
一

域

一
の
指
定

は
そ
の
一

域
又
は
そ

部
の
区
域

都
市
以
外

部
の
区
域

の
一
部
の

の
市
の
区

区
域

域
若
し
く

は
そ
の
一

部
の
区
域

法
第
百
三
十
一
条
第

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

法
第
百
三
十
一
条
第

一
箇
所

一
箇
所

一
箇
所

一
項
第
四
号
の
選
挙

一
項
第
四
号
の
選
挙

事
務
所
の
数

事
務
所
の
数

法
第
百
四
十
二
条
第

一
万
枚

四
千
五
百

六
百
枚

法
第
百
四
十
二
条
第

一
万
枚

四
千
五
百

六
百
枚

一
項
第
二
号
又
は
第

枚

一
項
第
二
号
又
は
第

枚

三
号
の
通
常
葉
書
の

三
号
の
通
常
葉
書
の

数

数

法
第
百
四
十
二
条
第

三
万
枚

一
万
三
千

千
八
百
枚

法
第
百
四
十
二
条
第

三
万
枚

一
万
三
千

千
八
百
枚

一
項
第
二
号
又
は
第

枚

一
項
第
二
号
又
は
第

枚

三
号
の
ビ
ラ
の
数

三
号
の
ビ
ラ
の
数

法
第
百
九
十
七
条
の

三
十
四
人

九
人

五
人

法
第
百
九
十
七
条
の

三
十
四
人

九
人

五
人

二
第
二
項
の
報
酬
の

二
第
二
項
の
報
酬
の

支
給
を
受
け
る
こ
と

支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
の
員
数

が
で
き
る
者
の
員
数

２
～
８

２
～
８
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（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三
章

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三
章

の
規
定
等
の
特
例
）

の
規
定
等
の
特
例
）

第
百
三
十
二
条
の
五

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
一
部

第
百
三
十
二
条
の
五

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
一
部

無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

無
効
に
よ
る
再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区

事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区

域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

よ
る
。

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

事
項

再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域

一
の
市
の
区
域

一
の
町
村
の
区
域

一
の
市
の
一
部

一
の
町
村
の
区
域

又
は
そ
の
一
部

又
は
そ
の
一
部
の

の
区
域

又
は
そ
の
一
部
の

の
区
域

区
域

区
域

法
第
百
四
十
二
条
第

二
千
二
百
枚

六
百
枚

法
第
百
四
十
二
条
第

二
千
二
百
枚

六
百
枚

一
項
第
四
号
の
通
常

一
項
第
四
号
の
通
常

葉
書
の
数

葉
書
の
数

法
第
百
四
十
四
条
第

四
百
枚

百
五
十
枚

法
第
百
四
十
四
条
第

四
百
枚

百
五
十
枚

一
項
第
三
号
の
ポ
ス

一
項
第
三
号
の
ポ
ス

タ
ー
の
数

タ
ー
の
数

法
第
百
九
十
七
条
の

五
人

四
人

法
第
百
九
十
七
条
の

五
人

四
人

二
第
二
項
の
報
酬
の

二
第
二
項
の
報
酬
の

支
給
を
受
け
る
こ
と

支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
者
の
員
数

が
で
き
る
者
の
員
数

２

略

２

略

３

法
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の

郡
又
は
市
の
区
域
（
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

郡
又
は
市
の
区
域
と
み
な
さ
れ
た
区
域
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
合
わ
せ
て
一
の
選
挙
区
を
設
け
た
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
の
再
選
挙
が
当
該
選
挙
区
内
の
一
の
郡
又

は
市
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
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の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
を
市
の

一
部
の
区
域
と
み
な
す
。

（
二
以
上
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
再
選
挙
の
特
例
）

（
二
以
上
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
再
選
挙
の
特
例
）

第
百
三
十
二
条
の
九

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
が
二
以

第
百
三
十
二
条
の
九

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
が
二
以

上
の
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
指
定
都
市
以
外
の
市
若
し
く
は

上
の
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
郡
、
指
定
都
市
以
外
の
市
若
し

そ
の
一
部
又
は
町
村
若
し
く
は
そ
の
一
部
の
区
域
を
区
域
と
し

く
は
そ
の
一
部
又
は
町
村
若
し
く
は
そ
の
一
部
の
区
域
を
区
域

て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当

と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
域
を
そ

る
当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
域

れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
み
な
し
て
、
第
百
三
十
二

を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
み
な
し
て
、
第
百
三

条
の
二
か
ら
第
百
三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

十
二
条
の
二
か
ら
第
百
三
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
を
適
用
す

る
。

当
該
区
域
に
一
の
都
道
府
県

一
の
都
道
府
県
の

当
該
区
域
に
一
の
都
道
府
県

一
の
都
道
府
県
の

（一）

（一）

の
区
域
（
衆
議
院
比
例
代
表

区
域
（
衆
議
院
比

の
区
域
（
衆
議
院
比
例
代
表

区
域
（
衆
議
院
比

選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て

例
代
表
選
出
議
員

選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て

例
代
表
選
出
議
員

は
、
一
の
府
県
の
区
域
）
が

の
選
挙
に
お
い
て

は
、
一
の
府
県
の
区
域
）
が

の
選
挙
に
お
い
て

含
ま
れ
て
い
る
場
合

は
、
一
の
府
県
の

含
ま
れ
て
い
る
場
合

は
、
一
の
府
県
の

区
域
）

区
域
）

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ

一
の
指
定
都
市
の

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ

一
の
指
定
都
市
の

（二）

（一）

（二）

（一）

か
、
当
該
区
域
に
一
の
指
定

区
域

か
、
当
該
区
域
に
一
の
指
定

区
域

都
市
の
区
域
が
含
ま
れ
て
い

都
市
の
区
域
が
含
ま
れ
て
い

る
場
合

る
場
合

及
び

に
掲
げ
る
場
合
を

一
の
郡
の
区
域

（三）

（一）

（二）

除
く
ほ
か
、
当
該
区
域
に
一

の
郡
の
区
域
が
含
ま
れ
て
い

る
場
合

及
び

に
掲
げ
る
場
合
を

一
の
指
定
都
市
以

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場

一
の
指
定
都
市
以

（三）

（一）

（二）

（四）

（一）

（三）

除
く
ほ
か
、
当
該
区
域
に
一

外
の
市
の
区
域

合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

外
の
市
の
区
域
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の
指
定
都
市
以
外
の
市
の
区

に
一
の
指
定
都
市
以
外
の
市

域
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

の
区
域
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場

一
の
指
定
都
市
以

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場

一
の
指
定
都
市
以

（四）

（一）

（三）

（五）

（一）

（四）

合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

外
の
市
の
一
部
の

合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

外
の
市
の
一
部
の

に
一
の
指
定
都
市
以
外
の
市

区
域

に
一
の
指
定
都
市
以
外
の
市

区
域

の
一
部
の
区
域
が
含
ま
れ
て

の
一
部
の
区
域
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合

い
る
場
合

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場

一
の
町
村
の
区
域

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場

一
の
町
村
の
区
域

（五）

（一）

（四）

（六）

（一）

（五）

合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

に
一
の
町
村
の
区
域
が
含
ま

に
一
の
町
村
の
区
域
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合

れ
て
い
る
場
合

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場

一
の
町
村
の
一
部

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
場

一
の
町
村
の
一
部

（六）

（一）

（五）

（七）

（一）

（六）

合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

の
区
域

合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
区
域

の
区
域

に
一
の
町
村
の
一
部
の
区
域

に
一
の
町
村
の
一
部
の
区
域

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

２
・
３

略

２
・
３

略

（
指
定
都
市
に
関
す
る
法
の
規
定
の
特
例
）

（
指
定
都
市
に
関
す
る
法
の
規
定
の
特
例
）

第
百
四
十
一
条
の
二

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
法
第
十
一
条
第

第
百
四
十
一
条
の
二

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
法
第
十
一
条
第

三
項
（
住
所
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
の
二
第

三
項
（
住
所
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項

四
項
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
条
第
二
項
、

か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
第
四
項
、
第

第
二
十
一
条
第
一
項
（
住
所
移
転
者
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。

十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一

）
及
び
第
四
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二

条
第
一
項
（
住
所
移
転
者
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第

十
七
条
（
市
の
区
域
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八

四
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
（

条
（
市
の
区
域
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
の

市
の
区
域
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
（
市
の

二
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及

区
域
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
の
二
か
ら
第
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び
第
五
項
、
第
三
十
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
条
の
五
か
ら
第

三
十
条
ま
で
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項

三
十
条
の
七
ま
で
、
第
三
十
条
の
十
、
第
三
十
条
の
十
一
、
第

、
第
三
十
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
条
の
五
か
ら
第
三
十
条
の

三
十
条
の
十
三
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
、
第
四

七
ま
で
、
第
三
十
条
の
十
、
第
三
十
条
の
十
一
、
第
三
十
条
の

十
八
条
の
二
第
二
項
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

十
三
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
の

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ

二
第
二
項
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
法
第
四

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
法
第
四
十
九
条
の

場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
九
条

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限

第
三
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
の
二
第

る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
九
条
第
三
項
及

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十
五
条

び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規

、
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
、
第
百

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十
五
条
、
第
六
十

三
十
条
第
二
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

一
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
、
第
百
三
十
条
第

で
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
二

二
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百

百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
二
百
七
十
条
の
二
の
規

六
十
三
条
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
二
百
七
十
条

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
区
の
区
域
を
市
の
区
域
と

第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
二
百
七
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用

、
区
の
長
を
市
の
長
と
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
市
の
選
挙

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
区
の
区
域
を
市
の
区
域
と
、
区
の
長

管
理
委
員
会
と
、
区
の
事
務
所
を
市
役
所
と
み
な
し
、
法
第
六

を
市
の
長
と
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
市
の
選
挙
管
理
委
員

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
、
第
百
四
十

会
と
、
区
の
事
務
所
を
市
役
所
と
み
な
し
、
法
第
六
条
第
一
項

七
条
、
第
二
百
一
条
の
十
一
第
十
一
項
、
第
二
百
一
条
の
十
四

及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
、
第
百
四
十
七
条
、
第

第
二
項
、
第
二
百
六
十
一
条
の
二
並
び
に
第
二
百
六
十
三
条
第

二
百
一
条
の
十
一
第
十
一
項
、
第
二
百
一
条
の
十
四
第
二
項
、

二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
は

第
二
百
六
十
一
条
の
二
並
び
に
第
二
百
六
十
三
条
第
二
号
の
規

、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
法
第
十
一

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
市
の
選

条
第
三
項
（
住
所
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用

挙
管
理
委
員
会
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
法
第
十
一
条
第
三
項

に
つ
い
て
は
、
区
は
市
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
住
所
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
区
は
市
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

略

２

略

（
指
定
都
市
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
適
用
）

（
指
定
都
市
の
区
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
適
用
）

第
百
四
十
一
条
の
三

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
第
二
条
、
第
三

第
百
四
十
一
条
の
三

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
第
二
条
、
第
三

条
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
五
十
条
、
第
五
十
六
条
、
第
百
十

条
、
第
五
条
か
ら
第
六
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第

一
条
、
第
百
三
十
二
条
の
二
、
第
百
四
十
二
条
の
二
及
び
第
百

五
十
条
、
第
五
十
六
条
、
第
百
十
一
条
、
第
百
三
十
二
条
の
二
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四
十
四
条
の
規
定
中
市
に
関
す
る
規
定
並
び
に
第
百
二
十
七
条

、
第
百
三
十
二
条
の
五
、
第
百
四
十
二
条
の
二
及
び
第
百
四
十

の
二
第
一
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部

四
条
の
規
定
中
市
に
関
す
る
規
定
並
び
に
第
百
二
十
七
条
の
二

分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選

、
第
百
三
十
二
条
の
三
か
ら
第
百
三
十
二
条
の
四
ま
で
及
び
第

挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
、
第
百
三
十
二
条
の
三
か

百
三
十
二
条
の
九
の
規
定
中
指
定
都
市
以
外
の
市
に
関
す
る
規

ら
第
百
三
十
二
条
の
四
ま
で
並
び
に
第
百
三
十
二
条
の
九
（
都

定
は
、
指
定
都
市
の
区
に
適
用
す
る
。

道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

）
の
規
定
中
指
定
都
市
以
外
の
市
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都

市
の
区
に
適
用
す
る
。

２

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
第
九
十
二
条
、
第
百
十
九
条
第
二

２

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
第
九
十
二
条
、
第
百
十
九
条
第
二

項
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
五
条
の
規
定
を
除
き
、
こ

項
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
五
条
の
規
定
を
除
き
、
こ

の
政
令
中
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
関
す
る
規
定
は
、
区
の
選

の
政
令
中
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
関
す
る
規
定
は
、
区
の
選

挙
管
理
委
員
会
に
適
用
す
る
。

挙
管
理
委
員
会
に
適
用
す
る
。

３

指
定
都
市
に
対
し
第
百
三
十
二
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
け
る
市
の
区
域
並
び
に
指
定
都
市
に
対
し
第
百
二
十

七
条
の
二
第
一
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員

の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
三
十
二

条
の
九
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場

合
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
指
定
都
市

以
外
の
市
の
区
域
は
、
法
第
十
五
条
第
九
項
の
指
定
都
市
の
区

域
を
二
以
上
の
区
域
に
分
け
た
区
域
と
す
る
。

（
郡
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
百
四
十
三
条

削
除

第
百
四
十
三
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
百
二
十
七
条
の

二
、
第
百
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
百
三
十
二
条
の
五
ま
で
及
び

第
百
三
十
二
条
の
九
に
規
定
す
る
郡
は
、
都
に
お
い
て
は
支
庁

の
所
管
区
域
を
含
み
、
道
に
お
い
て
は
、
支
庁
の
所
管
区
域
と

す
る
。

別
表
第
二
（
第
九
十
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
十
条
関
係
）
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公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

中
央
選
挙
管
理
会
委
員

中
央
選
挙
管
理
会
委
員

国
家
公
安
委
員
会
委
員

国
家
公
安
委
員
会
委
員

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

公
安
審
査
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

公
安
審
査
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

中
央
労
働
委
員
会
委
員

中
央
労
働
委
員
会
委
員

運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
委
員

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
委
員

教
育
委
員
会
委
員

教
育
委
員
会
委
員

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

監
査
委
員

監
査
委
員

人
事
委
員
会
委
員

人
事
委
員
会
委
員

公
平
委
員
会
委
員

公
平
委
員
会
委
員

地
方
公
共
団
体
の
公
安
委
員
会
委
員

地
方
公
共
団
体
の
公
安
委
員
会
委
員

都
道
府
県
労
働
委
員
会
委
員

都
道
府
県
労
働
委
員
会
委
員

農
業
委
員
会
委
員

農
業
委
員
会
委
員

収
用
委
員
会
委
員

収
用
委
員
会
委
員

漁
業
調
整
委
員
会
委
員
（
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
を

漁
業
調
整
委
員
会
委
員
（
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
を

除
く
。
以
下
同
じ

。
）

除
く
。
以
下
同
じ

。
）

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
委
員

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
委
員

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
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○

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
準
用
）

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
準
用
）

第
六
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

第
六
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

（
任
期
中
に
お
け
る
選
挙
区
等
の
変
更
）
、
第
十
六
条
（
表
示

（
任
期
中
に
お
け
る
選
挙
区
等
の
変
更
）
、
第
十
六
条
（
表
示

の
消
除
）
、
第
十
九
条
（
選
挙
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
）

の
消
除
）
、
第
十
九
条
（
選
挙
人
名
簿
の
移
送
又
は
引
継
ぎ
）

、
第
二
十
一
条
（
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
）
、
第
四
章
（
第
二

、
第
二
十
一
条
（
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
）
、
第
四
章
（
第
二

十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第

十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第

三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十

三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十

八
条
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七

八
条
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七

条
、
第
四
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
九

条
、
第
四
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
九

条
の
規
定
を
除
く
。
）
（
投
票
）
、
第
四
章
の
三
（
期
日
前
投

条
の
規
定
を
除
く
。
）
（
投
票
）
、
第
四
章
の
三
（
期
日
前
投

票
）
、
第
五
章
（
第
五
十
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
五

票
）
、
第
五
章
（
第
五
十
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
五

十
一
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

十
一
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

で
、
第
五
十
六
条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
、
第
五
十
九
条
の
四

で
、
第
五
十
六
条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
、
第
五
十
九
条
の
四

第
三
項
、
第
五
十
九
条
の
五
の
三
か
ら
第
五
十
九
条
の
八
ま
で

第
三
項
、
第
五
十
九
条
の
五
の
三
か
ら
第
五
十
九
条
の
八
ま
で

及
び
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
（
不
在
者
投
票

及
び
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
（
不
在
者
投
票

）
、
第
六
章
（
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
第
三
項
か
ら
第
六

）
、
第
六
章
（
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
第
三
項
か
ら
第
六

項
ま
で
、
第
七
十
条
、
第
七
十
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
の

項
ま
で
、
第
七
十
条
、
第
七
十
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
条
の

三
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
七
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

三
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第
七
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
及
び
第
七
十
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
（
開
票
）
、
第
七

ま
で
及
び
第
七
十
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
（
開
票
）
、
第
七

章
（
第
八
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
六
条
第
二

章
（
第
八
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
六
条
第
二

項
並
び
に
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
除
く
。

項
並
び
に
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
除
く
。

）
（
選
挙
会
）
、
第
八
十
九
条
（
立
候
補
の
届
出
書
又
は
推
薦

）
（
選
挙
会
）
、
第
八
十
九
条
（
立
候
補
の
届
出
書
又
は
推
薦

届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
等
）
、
第
九
十
一
条
（
候
補
者
の

届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
等
）
、
第
九
十
一
条
（
候
補
者
の

届
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
等
の
届
出
義

届
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
等
の
届
出
義

務
）
、
第
九
十
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

務
）
、
第
九
十
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
公
職
の
候
補
者
等
に
関

す
る
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
公
職
の
候
補
者
等
に
関

す
る
通
知
）
、
第
十
一
章
（
第
百
九
条
か
ら
第
百
十
一
条
の
六

す
る
通
知
）
、
第
十
一
章
（
第
百
九
条
か
ら
第
百
十
一
条
の
六

ま
で
、
第
百
十
四
条
第
二
項
、
第
百
二
十
三
条
及
び
第
百
二
十

ま
で
、
第
百
十
四
条
第
二
項
、
第
百
二
十
三
条
及
び
第
百
二
十
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五
条
の
二
か
ら
第
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
（
選

五
条
の
二
か
ら
第
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
（
選

挙
運
動
）
、
第
十
三
章
（
市
町
村
の
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
場

挙
運
動
）
、
第
十
三
章
（
市
町
村
の
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
場

合
等
の
選
挙
の
執
行
の
特
例
）
、
第
百
三
十
二
条
（
再
選
挙
の

合
等
の
選
挙
の
執
行
の
特
例
）
、
第
百
三
十
二
条
（
再
選
挙
の

期
日
の
告
示
）
、
第
百
三
十
二
条
の
十
（
選
挙
の
一
部
無
効
に

期
日
の
告
示
）
、
第
百
三
十
二
条
の
十
（
選
挙
の
一
部
無
効
に

関
す
る
通
知
）
、
第
百
四
十
二
条
の
二
（
不
在
者
投
票
の
時
間

関
す
る
通
知
）
、
第
百
四
十
二
条
の
二
（
不
在
者
投
票
の
時
間

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
）
、
第
百
四
十
二
条
の
三
（
不
在

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
）
、
第
百
四
十
二
条
の
三
（
不
在

者
投
票
の
時
間
の
特
例
を
定
め
た
場
合
の
告
示
）
及
び
第
百
四

者
投
票
の
時
間
の
特
例
を
定
め
た
場
合
の
告
示
）
及
び
第
百
四

十
五
条
（
選
挙
人
名
簿
等
の
様
式
）
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員

十
五
条
（
選
挙
人
名
簿
等
の
様
式
）
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員

、
参
議
院
議
員
、
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
都
道
府
県
の
議
会

、
参
議
院
議
員
、
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
都
道
府
県
の
議
会

の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
を
除
き
、
農
業
委
員
会
の
選
挙

の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
を
除
き
、
農
業
委
員
会
の
選
挙

に
よ
る
委
員
の
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

に
よ
る
委
員
の
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
公
職
の
候
補
者
」
と
あ
る
の
は
「
農

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
公
職
の
候
補
者
」
と
あ
る
の
は
「
農

業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
候
補
者
」
と
、
同
令
第
八
条

業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
候
補
者
」
と
、
同
令
第
八
条

第
一
項
中
「
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場

第
一
項
中
「
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場

合
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

合
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
議
会
の
議
員
の
定
数
を
増
減
す
る
と
き
は
、
議
員
の
任
期
中

り
議
会
の
議
員
の
定
数
を
増
減
す
る
と
き
は
、
議
員
の
任
期
中

に
お
い
て
も
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
前
条
に
お
い
て
準
用
す

に
お
い
て
も
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
前
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す

る
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す

べ
き
議
員
の
定
数
を
変
更
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
及
び
町
村

べ
き
議
員
の
定
数
を
変
更
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
及
び
町
村

に
あ
つ
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

に
あ
つ
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
条
の
二
第
二
項
の

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
区
域
を
分
け
て
二
以
上
の
選
挙
区
を
設
け
て

規
定
に
よ
り
そ
の
区
域
を
分
け
て
二
以
上
の
選
挙
区
を
設
け
て

い
る
農
業
委
員
会
に
お
い
て
そ
の
農
業
委
員
会
の
区
域
に
変
更

い
る
農
業
委
員
会
に
お
い
て
そ
の
農
業
委
員
会
の
区
域
に
変
更

が
あ
つ
た
と
き
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員
の
任
期
中
に
お
い
て
も

が
あ
つ
た
と
き
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員
の
任
期
中
に
お
い
て
も

、
」
と
、
同
令
第
十
六
条
中
「
法
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
あ

、
」
と
、
同
令
第
十
六
条
中
「
法
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
七
項
」
と

る
の
は
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
七
項
」
と

、
同
令
第
十
九
条
第
一
項
中
「
選
挙
人
名
簿
（
法
第
十
九
条
第

、
同
令
第
十
九
条
第
一
項
中
「
選
挙
人
名
簿
（
法
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
選
挙

三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
選
挙

人
名
簿
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る

人
名
簿
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る

事
項
の
全
部
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
選

事
項
の
全
部
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
選

挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
い
う
。
）
。
次
項
及
び
第
三
項
並
び

挙
人
名
簿
記
載
書
類
」
と
い
う
。
）
。
次
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
百
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

に
第
百
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
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「
選
挙
人
名
簿
」
と
、
「
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
選
挙
人
名

「
選
挙
人
名
簿
」
と
、
「
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
選
挙
人
名

簿
記
載
書
類
に
あ
つ
て
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
」
と
あ

簿
記
載
書
類
に
あ
つ
て
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
」
と
あ

る
の
は
「
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
登

る
の
は
「
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
登

録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
に
あ
つ
て
は
、

録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
に
あ
つ
て
は
、

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
て
い
る

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
て
い
る

も
の
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
告
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨

も
の
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
告
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨

及
び
送
付
又
は
引
継
ぎ
に
係
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

及
び
送
付
又
は
引
継
ぎ
に
係
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
者
（
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
に
あ
つ
て
は
、
記
載
さ
れ
て
い

る
者
（
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
に
あ
つ
て
は
、
記
載
さ
れ
て
い

る
者
）
の
数
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
報
告
し
な
け

る
者
）
の
数
を
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
選
挙
人
名
簿
（
法
第
十
九
条
第
三
項

」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
選
挙
人
名
簿
（
法
第
十
九
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
選
挙
人
名

の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
選
挙
人
名

簿
に
あ
つ
て
は
、
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
）
」
と
あ
る
の
は
「

簿
に
あ
つ
て
は
、
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
）
」
と
あ
る
の
は
「

選
挙
人
名
簿
」
と
、
同
令
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
期
間
」
と

選
挙
人
名
簿
」
と
、
同
令
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
期
間
」
と

あ
る
の
は
「
期
間
並
び
に
申
請
の
方
法
及
び
期
間
」
と
、
同
令

あ
る
の
は
「
期
間
並
び
に
申
請
の
方
法
及
び
期
間
」
と
、
同
令

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
告
示
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
告
示
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の

選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の

選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の

は
「
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
令
第
二
十
六
条
の

は
「
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
令
第
二
十
六
条
の

五
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
同

五
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
同

令
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
法
第

令
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
法
第

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い

る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

る
全
部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る

記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し

記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し

た
書
類
。
次
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
に
お

た
書
類
。
次
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
抄
本
」
と
、
同
令
第
三
十
五

い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
抄
本
」
と
、
同
令
第
三
十
五

条
第
一
項
中
「
抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
法
第
十
九
条
第
三

条
第
一
項
中
「
抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
法
第
十
九
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る

項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し

場
合
に
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し
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く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
。
第
五
十

く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
。
第
五
十

三
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
の
四
第
四
項
及
び
第
五
十
九
条
の

三
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
の
四
第
四
項
及
び
第
五
十
九
条
の

五
の
四
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
抄
本
」

五
の
四
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
抄
本
」

と
、
同
令
第
五
十
条
第
一
項
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「

と
、
同
令
第
五
十
六
条
第
三
項
（
同
令
第
五
十
七
条
第
三
項
及

農
林
水
産
省
令
」
と
、
同
令
第
五
十
六
条
第
三
項
（
同
令
第
五

び
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
七
条
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

中
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
権
を
有
す
る

場
合
を
含
む
。
）
中
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「

者
又
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
書
記
一
人
」
と
、

選
挙
権
を
有
す
る
者
又
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は

同
令
第
五
十
九
条
の
三
第
五
項
中
「
、
他
の
市
町
村
の
選
挙
人

書
記
一
人
」
と
、
同
令
第
五
十
九
条
の
三
第
五
項
中
「
、
他
の

名
簿
に
登
録
さ
れ
た
場
合
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た

市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
場
合
、
在
外
選
挙
人
名

場
合
又
は
当
該
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
市
町
村

簿
に
登
録
さ
れ
た
場
合
又
は
当
該
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付

の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
く
な
つ
た
日
後
四
箇
月
を
経
過
す

を
受
け
た
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
く
な
つ
た
日
後

る
に
至
つ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
他
の
市
町
村
の
選
挙

四
箇
月
を
経
過
す
る
に
至
つ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
他

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
場
合
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
総
務
省

の
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
場
合
」
と
、
同
条
第

令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
同
令
第
五
十
九
条

六
項
及
び
同
令
第
五
十
九
条
の
三
の
三
第
四
項
中
「
総
務
省
令

の
三
の
三
第
四
項
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産

」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
同
令
第
八
十
九
条
第

省
令
」
と
、
同
令
第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
地
方
自
治
法
第
九

一
項
中
「
地
方
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
地

十
二
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
の
五

方
自
治
法
第
百
八
十
条
の
五
第
六
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

第
六
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
ロ
」
と
、
同
条
第
五
項

当
該
各
号
ロ
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
法
第
四
十
六
条
の
二
第

中
「
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
投
票
用
紙
、
法
第
八
十
六

一
項
の
投
票
用
紙
、
法
第
八
十
六
条
の
四
第
十
一
項
の
告
示
、

条
の
四
第
十
一
項
の
告
示
、
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
の
新
聞

法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
の
新
聞
広
告
、
法
第
百
五
十
条
第
三

広
告
、
法
第
百
五
十
条
第
三
項
の
政
見
放
送
、
法
第
百
五
十
一

項
の
政
見
放
送
、
法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
経
歴
放
送
、
法
第
百
六
十
七
条

の
経
歴
放
送
、
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
（
法
第
百
七
十
二
条

第
一
項
（
法
第
百
七
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め

の
二
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
場
合
を
含
む
。
）
の
選
挙

る
場
合
を
含
む
。
）
の
選
挙
公
報
並
び
に
法
第
百
七
十
五
条
第

公
報
並
び
に
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
掲
示
」

一
項
及
び
第
二
項
の
掲
示
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
委
員
会
等
に

と
あ
る
の
は
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お

関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
八

い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
の
四
第
十
一
項
の
告

十
六
条
の
四
第
十
一
項
の
告
示
」
と
、
同
令
第
百
十
九
条
第
一

示
」
と
、
同
令
第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
個
人
演
説
会
等
の
施

項
中
「
個
人
演
説
会
等
の
施
設
に
照
明
の
設
備
、
演
壇
、
聴
衆

設
に
照
明
の
設
備
、
演
壇
、
聴
衆
席
等
個
人
演
説
会
等
開
催
の

席
等
個
人
演
説
会
等
開
催
の
た
め
に
必
要
な
設
備
（
暖
房
の
設

た
め
に
必
要
な
設
備
（
暖
房
の
設
備
を
除
く
。
）
を
し
な
け
れ

備
を
除
く
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
そ

ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
使
用
を
許
可
し
な
け
れ
ば

の
使
用
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
令
第
百
三
十

な
ら
な
い
」
と
、
同
令
第
百
三
十
一
条
第
一
項
中
「
関
係
区
域
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一
条
第
一
項
中
「
関
係
区
域
が
二
以
上
の
都
道
府
県
又
は
市
町

が
二
以
上
の
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
わ
た
る
と
き
は
、
総
務

村
に
わ
た
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理

大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
関

委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
区
域
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に

係
区
域
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
と
き
は
農
林
水
産
大

わ
た
る
と
き
は
農
林
水
産
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
の
上
、
二

臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
の
上
、
二
以
上
の
市
町
村
に
わ
た
る
と

以
上
の
市
町
村
に
わ
た
る
と
き
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員

き
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

会
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
同
令
第
百
四
十
五
条
中
「
総
務
省

総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
同
令
第
百

令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

四
十
五
条
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」

す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
場
合
又
は
一
選
挙
区
を
設
け
た
場
合

（
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
場
合
又
は
一
選
挙
区
を
設
け
た
場
合

に
お
け
る
合
併
市
町
村
の
人
口
の
告
示
）

に
お
け
る
合
併
市
町
村
の
人
口
の
告
示
）

第
三
十
九
条

略

第
三
十
九
条

略

２

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
市
町
村
の
区
域

２

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
市
町
村
の
区
域

が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区
の
区
域
を
合
わ
せ
て
都
道
府
県
の

が
従
前
属
し
て
い
た
郡
市
の
区
域
を
合
わ
せ
て
都
道
府
県
の
議

議
会
の
議
員
の
選
挙
区
が
設
け
ら
れ
た
後
、
国
勢
調
査
又
は
こ

会
の
議
員
の
選
挙
区
が
設
け
ら
れ
た
後
、
国
勢
調
査
又
は
こ
れ

れ
に
準
ず
る
全
国
的
な
人
口
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
官

に
準
ず
る
全
国
的
な
人
口
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
官
報

報
で
公
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当

で
公
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該

該
市
町
村
の
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
区
の
区

市
町
村
の
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
市
の
区
域

域
ご
と
の
人
口
を
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
、
そ
の
区
域

ご
と
の
人
口
を
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
、
そ
の
区
域
ご

ご
と
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。




